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労働安全衛生法関係書類の
電子申請が義務化されます！電子申請が義務化されます！
2025年1月1日から、労働安全衛生法に基づく一部の書類提出が、
電子申請に限られることとなりました。
これにより、企業の業務効率化が期待される一方で、
従来の書面提出ができなくなるため、対応が必要です。

【従業員50名以上の事業場が対象】
● 定期健康診断結果報告書
● ストレスチェック結果報告書

【従業員数に関係なく全事業場が対象】
● 労働者死傷病報告書（様式第23号）
● 総括安全衛生管理者選任報告書
● 安全管理者選任報告書
● 衛生管理者選任報告書
● 産業医選任報告書
● 有害業務に係る歯科健康診断結果報告書
● 有機溶剤等健康診断結果報告書
● じん肺健康管理実施状況報告書

①電子申請システムの利用登録

②システム環境の確認
インターネット環境および対応ブラウザ
を確認してください。

③書類の電子化
提出する書類を電子データ形式で準備し
ます。

④テスト送信
本申請前にテスト送信を行い、操作に
慣れることをおすすめします。

対象となる書類

申請対応の流れ

よくある質問

電子申請のメリット

時間短縮
オンラインで

24時間申請可能

申請状況の把握
提出後の

進捗確認が容易

コスト削減
郵送費や

移動費が不要

※厚生労働省の「電子申請・届出システム」への
　アカウント登録が必要です。

従業員50名以上の企業様ご注意ください!

義務化対象となる企業の規
模は?

Q

Q

すべての事業者が対象です
。

ただし、一部の例外が

認められる場合があります
。A

紙での申請は今後も可能で
すか?

原則不可となりますが、

特例措置が適用される場合
があります。A


